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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年４月２８日 

                       運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２７年８月２日 １６時３０分ごろ 

発生場所 関門港若松航路 

若松洞海湾口防波堤灯台から真方位２３０°２.０海里付近 

 （概位 北緯３３°５５.２′ 東経１３０°４９.２′） 

事故の概要 漁船祐
ゆう

勝
しょう

丸は、航行中、火災が発生した。 

祐勝丸は、後日、解体処分された。 

事故調査の経過  平成２７年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 祐勝丸、４.８トン 

 ＦＯ３－３１７５８（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.８０ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３０８.９１kＷ、平成元年７月２８日 

 第２９０－３５３７９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年５月７日 

  免許証交付日 平成２４年１２月１０日 

         （平成３０年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか一本釣り漁のため、平成２７

年８月２日１６時０５分ごろ関門港若松第３区の定係地から出航し、

主機を回転数毎分１,２００として約６ノットの対地速力で若松航路

を北進中、船長が機関計器盤の警報音を聞いたので主機を停止した｡ 

 船長は、１６時３０分ごろ、操舵室前方にある機関室出入口から黒

煙が噴出してきたので、同出入口の戸を開けたところ、機関室内に炎

が見えた｡ 
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 船長は、海水をバケツでくみ上げて消火作業をしたが、火勢が強く

なり、停止した本船に後方から接近してきた僚船に救助されて定係地

に帰った｡ 

付近を通り掛かった別の僚船の船長は、海上保安庁に本事故の発生

を通報した｡ 

本船は、漂流して付近の浅所に乗り揚げたのち、来援した消防艇が

消火作業を行い、１８時４３分ごろ鎮火した｡ 

本船は、後日、引き揚げられて解体処分された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、前部甲板下に６つの魚倉があり、その船尾側に機関室が、

機関室の上方に操舵室がそれぞれ配置されており、操舵室前方の機関

室囲壁上には、船首側から順に機関室の出入口及び煙突が設けられて

いた。 

 機関室は、中央に主機が、両舷及び前部に燃料油タンクがそれぞれ

配置されていた｡ 

主機の燃料は、軽油を使用しており、本事故当時、合計の残量が約

１kℓであった。 

 主機は、過給機付４サイクルＬ型６シリンダのディーゼル機関であ

り、船尾側から順にシリンダ番号が付けられていた。 

 主機は、燃料油が、‘直結燃料油供給ポンプ’（以下「燃料ポンプ」

という。）で加圧され、燃料高圧管で接続された各シリンダの燃料噴

射弁からシリンダ内に噴射されるようになっていた。 

 燃料高圧管は、付属の袋ナットを締め付けて燃料噴射弁側と燃料ポ

ンプ側双方の油密を保持していた｡ 

 主機は、シリンダヘッドカバー周りが激しく焼損していた｡（写真

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主機は、年間の運転時間が約３,９００時間であり、燃料高圧管

が、約１９年間、交換されていなかった。 

 主機の排気管には、断熱材が巻かれていなかった。 

１
番 

６
番 

写真１ 主機のシリンダヘッドカバー周りの焼損状況 
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消防署の情報によれば、次のとおりであった。 

・主機６番シリンダの燃料高圧管は、燃料噴射弁側の先端部の当た

り面の状態が不良となっていた｡ 

主機製造業者の口述によれば、燃料高圧管の燃料噴射弁側の先端部

の当たり面の状態が不良となると燃料油が漏えい
．．

するおそれがある。 

船長は、本事故当時、主機の暖機運転をしていたが、機関室に入っ

て主機の点検をしていなかった。 

船長は、持運び式粉末消火器が舵輪の下方に設置されていたもの

の、慌てていたので使うことに思い至らなかったと、本事故後に思っ

た。 

本船には、火災探知器がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、関門港の若松航路を北進中、主機６番シリンダの燃料高圧

管の燃料噴射弁側接続部から燃料油が漏えい
．．

し、主機の排気管等の高

温部に降り掛かったことから、出火し、付近の可燃物に延焼したもの

と考えられる。 

 本船は、主機６番シリンダが燃料噴射弁側の締付け状況を含めて先

端部の当たり面の状態が不良となったことから、燃料油が漏えい
．．

した

ものと考えられる。 

 燃料噴射弁側の先端部は、接続された面の中心が偏心
へんしん

して傾いた状

態で締め付けられたことから、当たり面が不良になった可能性がある

と考えられる。 

 本船は、本事故当時、船長が機関室内に入って主機を点検していれ

ば、主機６番シリンダの燃料高圧管の燃料噴射弁側接続部からの燃料

油の漏えい
．．

を発見し、出火を防げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、関門港の若松航路を北進中、主機６番シリンダ

の燃料高圧管の燃料噴射弁側接続部から燃料油が漏えい
．．

し、主機の排

気管等の高温部に降り掛かったため、出火し、付近の可燃物に延焼し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の暖機運転中は、機関室に入って燃料油等の漏れ等の異常の

有無を点検すること。 

・主機の排気管等の高温部には、断熱材を巻くこと。 

・燃料高圧管は、機関整備業者に依頼するなどして接続部の当たり

面のカラーチェックを定期的に実施し、当たり面の不良等があれ

ば適切に交換すること。 
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・機関室には、火災探知器を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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